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地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画（重点対策加速化事業） 
 
（基本情報） 

地方公共団体名 新居浜市 

事業計画名 あかがねのまち ゼロカーボンシティ にいはま 
～エネルギー地産地消推進事業～ 

事業計画の期間  令和５年度～令和１０年度 

 
 

１． 2030年までに目指す地域脱炭素の姿 

（１）目指す地域脱炭素の姿 
 

ア 温室効果ガス排出量状況 

２０１９年度の市域全域の排出量は１，６２２千ｔ-ＣＯ２で、排出量のうち産業部門の割合が約７割

（１，０８０千ｔ-ＣＯ２）を占め、次いで民生部門１６％、運輸部門１６％、廃棄物部門１％となって

いる。 

基準年度である２０１３年度排出量との比較では３１％減少している。 

 

 

 

イ 地域の課題 

（ア）地域経済 

・本市は１６９１年（元禄４年）に開坑した別子銅山の鉱物資源から派生した財閥系企業の繁栄とと

もに発展したまちであり、１９７３年の銅山閉山後においても、化学工業や鉄鋼・非鉄・金属製品製

造業等の工場群が沿岸地帯に形成される臨海工業都市となっている。本市は製造業により、生産、所

得、雇用等の面で大きな恩恵を受けている一方、製造業による排出量が市域の排出量の多くを占めて

いる。 

・他自治体と同様、本市も人口減少、超高齢化社会への対応が必要であり、特に生産年齢人口の減少

による地域の経済規模の縮小、労働力の確保困難が懸念されている。また、市内中小企業者より、技

能者の高齢化と技能伝承の遅れ、若手人材不足などの問題から今後の成長力を懸念する声が上がっ

ている。 

・本市は製造業を中心に地域の稼ぐ力が強く、労働生産性が高いが、中間投入や営業剰余が多く、一

人当たりの地域住民所得は全国平均と比較して低い。また、エネルギー消費量の多い非鉄金属製造

業や化学製品製造業に由来する石炭、原油、天然ガス、石油・石炭製品の取引により、約１，８３９

億円がエネルギー代金として流出している（環境省「2018地域経済循環分析ツール」より）。 

新居浜市域の温室効果ガス排出量の内訳と推移（単位：千 t-CO2） 
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→持続可能な事業活動の推進、本市の特性に合わせた産業育成、雇用確保、域内の経済循環やエ

ネルギーの地産地消に向けた自立分散型の地域づくりにより、地域産業の競争力強化、地域経済

の活性化につなげていく必要がある。 

 

（イ）防災 

・本市における気象災害として、大雨・台風による河川の氾濫、低地における内水排除不良による浸

水、土砂災害があり、被災者の受け入れ避難所として、市内の小中学校、公民館等の公共施設を指定

している。 

・今後、南海トラフ地震の発生による被害が想定される。 

→災害時における避難施設や応急対策活動の拠点施設等の機能維持・強化が必要である。 

 

ウ これまでの主な取組 

市民、事業者、行政が一体となって地球温暖化対策を推進するため、本市は次のような取組を推進し

ている。 

 

（ア）事業者関連 

・新居浜市ＳＤＧｓ推進企業登録制度（令和３年度～） 

【目的】ＳＤＧｓ達成に取り組む企業の支援、企業価値向上 

【概要】ポータルサイトでの企業情報の発信等 

【実績】登録２６企業 

 

・中小企業者を対象とした省エネ相談事業（令和４年度～） 

【目的】市内中小企業者のエネルギー使用最適化 

【概要】専門家による省エネルギー最適化診断 

 

（イ）市民関連 

・住宅への省エネルギー設備・再生可能エネルギー設備の導入支援（平成２７年度～） 

【目的】住宅の脱炭素推進 

【概要】ＺＥＨや家庭用蓄電池の導入を支援 

【実績】ＺＥＨ ９９件 蓄電池 ３２１件 

 

（ウ）交通関連 

・電動アシスト自転車の購入支援（令和２年度～） 

【目的】交通手段の脱炭素化 

【概要】６５歳以上の市民を対象に、電動アシスト自転車の購入支援 

運転免許返納者には補助金上乗せ 

【実績】５０８件（うち免許返納者１６９件） 

 

（エ）各主体との協働 

・新居浜市地球高温化対策地域協議会（平成２１年度～） 

【目的】協働による地球温暖化対策推進 

【概要】市民、事業者、団体等との協働事業（海岸清掃、 

講演会等）を実施 

【実績】登録２９１団体・個人（令和５年１月時点） 

 

・啓発イベント等の開催 

【目的】市民及び行政の協働による環境保全活動の啓発 

【概要】市民団体と協働し、自然観察体験会や自転車利用促進事業等を実施 

【実績】実施事業８件（令和４年度） 

新居浜市 SDGs 推進企業登録制度 
ロゴマーク 

地域協議会による海岸清掃の様子 
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・環境出前講座 

【目的】地球温暖化対策推進のための意識醸成・啓発 

【概要】市民・団体を対象とした出前講座を実施 

【実績】参加人数８０人（令和３年度） 

 

・地域ポイント「あかがねポイント」による環境配慮行動の促進（令和２年度～） 

【目的】市民の環境配慮行動の促進 

【概要】環境関連イベント参加者に地域ポイントを付与 

    地域ポイントは市内の店舗等で利用可能 

    環境関連イベント情報をアプリ利用者に提供 

【実績】ポイント付与人数１５５人（令和３年度） 

 

（オ）市の率先行動 

・ごみ処理に伴う余熱利用 

・下水処理場の消化ガス利用 

・公用車へのＥＶ、ＨＶ導入 

・公共施設や公有地への太陽光発電設備導入 

市内小中学校等に計３３０ｋWの太陽光発電設備を導入（自家消費） 

一部施設においてオンサイトＰＰＡにより太陽光発電設備を導入（令和５年度稼働予定） 

・ニームス（新居浜市環境マネジメントシステム）の運用 

本市独自の環境マネジメントシステムの運用による、庁内の環境配慮行動の促進、意識の共有化 

・市内全小中学校のユネスコスクール認定（平成２９年度～） 

別子銅山の環境汚染克服のプロセスの学習、ＥＳＤの視点を取り入れた活動 

 

エ ２０３０年までに目指す地域脱炭素の姿及び対応状況と今後の方針 

 

（ア）２０３０年までに目指す地域脱炭素の姿 

本市は、約１００年前に、別子銅山の銅製錬による煙害や森林伐採により荒れ果てた山への植林に取

り組むなど、先駆的な取組により環境問題を克服してきたまちであり、この歴史は市民の本市に対する

誇りや愛着の源となっている。 

この歴史をカーボンニュートラルへの挑戦と重ね、その思いや考えをもとに取組を推進し、２０３０

年までに、市民、事業者、行政等の各主体の脱炭素化に向けた意識・価値観が醸成され、各主体の脱炭

素行動・選択が定着している状態、本市の強みであるものづくり産業を活かし、事業者により、脱炭素

に資する技術革新への取組が加速している状態、行政が中心となって社会基盤や社会の仕組みの脱炭素

化を推進し、脱炭素施策の推進が地域の課題解決や地域の発展にも貢献している状態を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あかがねポイント 

別子山地区風景 市内風景 
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（イ）対応状況 

・新居浜市気候非常事態宣言 

令和４年６月１８日に開催された、新居浜市地球高温化                   

対策地域協議会総会において、市長が気候非常事態宣言を

表明した。その後、市報やロビー展、出前講座等にて随時

周知を行い、脱炭素化に向けた意識・価値観の醸成を図っ

ている。 

 

・カーボンニュートラルポート形成計画 

製造業が集積する港湾エリアにおける脱炭素施策を推進するため、官民連携によりカーボンニュー

トラルポート形成計画の策定を進めている（令和４年度策定予定）。具体的な取組として、火力発電所

におけるＬＮＧへの燃料転換、水素・燃料アンモニア等の利用拡大や受入環境整備等を想定しており、

事業者による脱炭素に資する技術革新への取組を加速させる予定である。 

 

・新居浜市ＳＤＧｓ推進協議会 

本市は令和４年５月にＳＤＧｓ未来都市に選定された。企業、団体、教育機関などの関係者間で、

環境、経済、社会等の地域課題の情報共有・地域課題の解決を図るため、令和５年４月に「新居浜市

ＳＤＧｓ推進協議会」を設立し、定期的に勉強会、ワークショップ、交流会等を開催する予定である。 

 

・高効率照明整備事業 

令和５年度に道路灯等の屋外照明（約１，０００灯）のＬＥＤ化をＥＳＣＯ事業により実施し、社

会基盤の脱炭素化を図っていく。 

 

（ウ）今後の方針 

本市は四国の瀬戸内海側に位置し、年間を通して温暖な気候で十分な日射量を得られる地域特性を

有していることから、数ある再生可能エネルギー発電のなかでも太陽光発電との親和性が高い。そのた

め、市域の太陽光発電設備は年々増加しており、自治体排出量カルテによるとＦＩＴ制度で認定された

２０２０年度時点の太陽光発電電力量は８６，６７３ＭＷｈ（対消費電力ＦＩＴ導入比６．４%）とな

っている。しかし、その多くが売電目的と推測され、市域で発電される電力が地域の循環資源になって

いない。また、山林開発や農地転用により太陽光発電設備を設置する場合、環境負荷が懸念される。 

本市は、平野部は住宅用地や工業用地等が多く、太陽光発電について建物系の導入ポテンシャルが高

い結果が出ていることから、本市の再エネポテンシャルを活かすとともに、エネルギーの地産地消を推

進するため、今後、市民、事業者、行政の各主体による屋根置きの自家消費型太陽光発電設備の導入を、

主要施策として推進する。 

→各主体の脱炭素行動・選択が定着 

→脱炭素施策の推進が地域の課題解決や地域の発展にも貢献 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再生可能エネルギー（電気）ポテンシャル 

再生可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】から取得したコンテンツを加工して作成 

市⻑による宣言の様子 
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２０２３年度中に環境基本計画及び環境保全行動計画、地方公共団体実行計画（区域施策編及び事務

事業編）を改定し、２０３０年までに目指す地域脱炭素の姿を明記し、各主体との共有を図るとともに、

各主体の取組、各計画の施策等との連携・協力により、２０３０年の削減目標の達成、２０３０年まで

に目指す地域脱炭素の姿の実現を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）改正温対法に基づく地方公共団体実行計画の策定又は改定 

 

ア 地方公共団体実行計画（事務事業編） 

エコアクションプランにいはま４（新居浜市地球温暖化対策率先行動計画）  

  期間  ２０２１～２０３０年度 

  目標  ２０３０年度温室効果ガス排出量削減目標 ２９．４％削減（２０１３年度比） 

  取組方針 １ 日常業務に関する取組の推進 

       ２ 施設の整備等に関する取組の推進 

       ３ 廃棄物対策及び森林吸収源対策に関する取組の推進 

温室効果ガスの削減目標を達成するために３つの取組方針を設定し、これまで以上に地球温暖化対策

を強化し、全職員が一丸となって温室効果ガスの削減目標達成を目指している。特に、取組方針２で定

めるハード面の施策については、市有施設のＬＥＤ照明導入を進めるなど、重点的に取り組んでいる。 

今後の取組を加速させるため、２０２３年度中に本計画の改定を行い、２０３０年度までに２０１３

年度比で５０％以上の排出量削減を目指す。また、目標達成のため、市有施設への太陽光発電設備の導

入や高効率照明・空調等の導入を推進するとともに、本市独自の環境マネジメントシステム「Ni-EMS（ニ

ームス）」により、計画的・継続的に環境改善行動を図る。 

 

イ 地方公共団体実行計画（区域施策編） 

  新居浜市地球温暖化対策地域計画（第２次区域施策編） 

  期間  ２０２１～２０３０年度  

  目標  ２０３０年度温室効果ガス排出量削減目標 ３５．８％削減（２０１３年度比） 

取組の柱 【心】行動意識：一人ひとりの行動様式や価値観の脱炭素化 

【技】技術：温暖化防止に効果のある技術の開発、普及 

【体】社会基盤・仕組み：社会基盤、社会の仕組みの脱炭素化 

市民、事業者が危機意識を持って行動し、行政がその行動を後押しするとともに率先して行動するこ

とで、全市一丸となって地球温暖化対策に取り組み、脱炭素社会の実現を目指している。 

また、脱炭素社会の実現に向けて、【心】【技】【体】の３つの取組の柱として示し、総合的な視点で
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温室効果ガスの排出抑制に取り組んでいる。 

今後の取組を加速させるため、２０２３年度中に本計画の改定を行い、２０３０年度までに２０１３

年度比で４６％以上の排出量削減を目指す。 

改正温対法に基づく促進区域の設定や再生可能エネルギー導入目標については、改定作業の中で検討

していく。 

 

 

２． 重点対策加速化事業の取組 

（１）本計画の目標 
（地方公共団体実行計画に掲げる目標達成に向けた重点対策加速化事業の位置付けや活用方策等） 

 

新居浜市地球温暖化対策地域計画（第２次区域施策編）の取組の柱【体】のひとつとして、「効率的

なエネルギー利用の促進、再生可能エネルギーの利活用促進」を推進している。また、エコアクション

プランにいはま４（新居浜市地球温暖化対策率先行動計画）の重点取組方針において、省エネ性能の高

い設備機器の導入、再生可能エネルギーの導入等を積極的に推進するとしている。 

重点対策加速化事業により、これらの取組を加速させ、産業部門、民生部門の排出量削減を推進し、

２０３０年度までの温室効果ガス排出量削減目標（２０１３年度比４６％削減）のうち、本交付金によ

る設備導入により０．３％分の削減に寄与することを目指す。 

なお、重点対策加速化事業の対象としていない他の公共施設についても太陽光発電設備を最大限導入

していくため、地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業を活用して導

入可能性調査を行い、導入可能な施設については、一般財源・各種補助金等を活用しながら導入を推進

していく。 

 
（本計画の目標等）  

①温室効果ガス排出量の削減目標 ３，５３５トン-CO2削減／年 

②再生可能エネルギー導入目標 ６，５９７kW 

（内訳） 
 ・太陽光発電設備 

 
６，５９７kW 

③その他地域課題の解決等の目標 ・中小企業者等への自家消費型太陽光発電設

備導入容量 

２，６６６ｋＷ 

（２０２４～２０２８年度） 

・環境活動参加人数 

２，５００人（２０３０年度） 

（２０１９年度 １，９４９人） 

④総事業費  ８２９，２２６千円 

（うち交付対象事業費８２９，２２６千円） 

⑤交付限度額 ６１４，５５１千円 

⑥交付金の費用効率性 １０千円／トン-ＣＯ２ 

 
（２）申請事業 
 
 ①屋根置きなど自家消費型の太陽光発電 

令和5年度 太陽光発電設備の個人向け間接補助事業 （１０７件、５３５kW） 

令和6年度 太陽光発電設備の個人向け間接補助事業 

太陽光発電設備の民間向け間接補助事業 

公共施設への自家消費型太陽光発電設備の導入 

公共施設への蓄電池導入 

（１００件、５００kW） 

（１０件、５３３.３２kW） 

（２施設、２７６kw） 

（２施設、１６０kWh） 

令和7年度 太陽光発電設備の個人向け間接補助事業 

太陽光発電設備の民間向け間接補助事業 

公共施設への自家消費型太陽光発電設備の導入 

（１００件、５００kW） 

（１０件、５３３.３２kW） 

（２施設、３４０kW） 
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公共施設への蓄電池導入 （２施設、１８２kWh） 

令和8年度 太陽光発電設備の個人向け間接補助事業 

太陽光発電設備の民間向け間接補助事業 

公共施設への自家消費型太陽光発電設備の導入 

公共施設への蓄電池導入 

（１００件、５００kW） 

（１０件、５３３.３２kW） 

（３施設、２８０kW） 

（３施設、１８１kWh） 

令和9年度 太陽光発電設備の個人向け間接補助事業 

太陽光発電設備の民間向け間接補助事業 

（１００件、５００kW） 

（１０件、５３３.３２kW） 

令和10年度 太陽光発電設備の個人向け間接補助事業 

太陽光発電設備の民間向け間接補助事業 

（１００件、５００kW） 

（１０件、５３３.３２kW） 

合計 太陽光発電設備の個人向け間接補助事業 

太陽光発電設備の民間向け間接補助事業 

公共施設への自家消費型太陽光発電設備の導入 

公共施設への蓄電池導入 

（６０７件、３，０３５kW） 

（５０件、２，６６６kW） 

（７施設、８９６kW） 

（７施設、５２３kWh） 

③業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導 

年度   

令和6年度 公共施設への高効率照明導入 （１施設） 

令和7年度 公共施設への高効率照明導入 （１施設） 

令和8年度 公共施設への高効率照明導入 （１施設） 

令和9年度 公共施設への高効率照明導入 （１施設） 

令和10年度 公共施設への高効率照明導入 （１施設） 

合計 公共施設への高効率照明導入 （５施設） 

 
（３）事業実施における創意工夫 

 

ア 太陽光発電設備の個人向け間接補助事業 

・新居浜市ＳＤＧｓ推進協議会を活用し、供給側である地域の住宅販売店、工務店、オンサイトＰ

ＰＡ事業者、融資に関わる地元金融機関等と普及策について意見交換を行うなど、連携・協力しな

がら事業を推進する。 

・太陽光発電設備導入支援を行った市民に対し、ＥＶ、充電設備、ＣＥＶ補助金の周知を行い、自

家消費率の向上を図る。 

・愛媛県が２０２３年度に実施する「えひめ太陽光発電設備等共同購入事業」と連携・協力した事

業の実施・運用、県事業と本計画の事業を併せた周知・広報など、県事業との相乗効果を図る。 

 

イ 太陽光発電設備の民間向け間接補助事業 

・本市の産業構造は大手製造業と大手製造業との取引を中心とする中小企業者等から構成されてい

る。大手製造業は経営戦略や省エネ法の特定事業者として、脱炭素に向けた取組を積極的に推進す

る一方、市内の中小企業者等は知見不足やコスト負担がネックとなり、積極的な推進には至ってい

ない。サプライチェーン全体の脱炭素化が求められる中、中小企業者等の脱炭素化に向けた取り組

みの強化が必要であるため、太陽光発電設備の民間向け間接補助事業の対象を中小企業者等とす

る。 

・事業の対象となる中小企業者等が多く入会している商工会議所や各種事業者団体等への周知・広

報を行うとともに、新居浜市ＳＤＧｓ推進企業として登録されている事業者や省エネセミナーに参

加した事業者、省エネ診断を受けた事業者など、脱炭素に関する意識が高いと推測される事業者等

をターゲットとした周知・広報を行い、前述の省エネ診断の実績も踏まえ、中小企業者等の事業所

や工場への自家消費型太陽光発電設備の導入を推進する。本事業により設備を導入した事業者につ

いては、市内における脱炭素推進の先導者として、市が周知・広報を行う。 

ウ 公共施設への自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池の導入 

・太陽光発電設備と併せて蓄電池を導入し、効率的な電力利用（エネルギーマネジメント）を行う

ほか、災害時には非常用電源として活用し、避難所施設のレジリエンス強化を図る。蓄電池の容量
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については、自家消費率の向上と災害時に必要な電力量を十分まかなえる容量とする。 

・ＥＭＳにより自家消費率を高め、効率的な電力利用を行う。 

・地域の事業者による設備工事の施工により、地域の事業者の実績づくり、市域内での経済循環を

図る。 

・２０２３年度中に、地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業を活

用し、本事業で予定していない施設についても導入可能性調査を行い、より有効と判断される施設が

ある場合は、適宜、導入施設の追加・変更を行う。また、他の補助金等も活用し、導入可能な公共施

設については、２０３０年度までに５０％導入、２０４０年度までに１００％導入を目指す。 

・市有施設へのオンサイトＰＰＡによる太陽光発電設備導入をモデルに、市域でのオンサイトＰＰ

Ａ事業を普及させるため、導入実績や稼働状況等について、市ホームページやＳＮＳ等で定期的に

周知・広報を行うほか、オンサイトＰＰＡ事業者と協力し、有効な普及策を検討し、実施する。 

 

エ 公共施設への高効率照明導入 

・1日の点灯時間が長い（１日５時間以上点灯）照明機器について、優先的にＬＥＤ照明機器に更新

していく（省エネ効果が高い施設を優先する）。 

・地域の事業者による設備工事の施工により、地域の事業者の実績づくり、市域内での経済循環を

図る。 

・市有施設の省エネ設備への更新を加速化させ、施設全体の環境性能を向上させるとともに、省エ

ネ設備更新による省エネ効果（経済的メリット）等を市民、事業者に周知・広報し、住宅や事業所

等における省エネ設備への更新を促進する。 

 

（４）事業実施による波及効果 

 

・中小企業者等の脱炭素化への取組を新居浜市ＳＤＧｓ推進企業登録制度や新居浜市ＳＤＧｓ推進

協議会等の活用、事業者団体の協力など、様々な手段、方向から情報発信し、市内における脱炭素

推進の潮流を生み出す。 

→事業者は各方面から情報を把握することで市内における脱炭素推進の潮流を認知し、脱炭素化に

向けた取組に追随する。この動きが広がることで、さらに他の事業者にも波及拡大 

・本事業の取組を別子銅山の歴史と脱炭素化への挑戦と重ね、ユネスコスクールのＥＳＤや生涯学

習講座において市民に周知するほか、シティプロモーションの一環として市内外に周知する。 

→市内外の脱炭素化に向けた取組に波及拡大 

→シビックプライドの醸成、市のブランド価値向上により、定住人口・関係人口の増加にも波及 

・本事業に関連部署も含めて複数の職員が携わり、市の脱炭素施策の推進のための知識経験を習得

させる。 

→職員の脱炭素施策に関するスキルアップ、スキルや情報の継承 
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（５）推進体制 
 

 ①地方公共団体内部での推進体制 

 本市内部において、市民環境部環境エネルギー局カーボンニュートラル推進室が中心となり、各施設

所管課や建築住宅課、産業振興課等と調整を行い、事業全体の整合を図りながら、本事業を推進してい

く。また、定期的に副市長を委員長とする環境推進委員会を開催し、本事業の進行管理・庁内調整を行

っていく。環境推進委員会には幹事会及び専門部会を設置し、各専門事項について調査研究を行ってい

る。 

環境審議会による外部有識者等の意見・提言を反映させていく。 
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②地方公共団体外部との連携体制 

 公共施設への太陽光発電設備の導入は、全てオンサイトＰＰＡ事業（地域の企業を想定）で導入す

る。また、住宅・事業所等への太陽光発電設備導入支援事業及び公共施設への高効率照明導入について

は、地域の住宅販売店、工務店、電気事業者等と連携・協力しながら、事業を実施する。また、地元金

融機関との連携・協力による啓発活動、市民・事業者・行政・各種団体で構成する新居浜市地球高温化

対策地域協議会等との協働により、市民・事業者の意識醸成や本事業についての周知理解、脱炭素行

動・選択等の後押しを図ることで、本事業の確実な実施とさらなる拡大、市内外における脱炭素ドミノ

の展開を目指す。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． その他 

（１）財政力指数 
 
 令和３年度 新居浜市財政力指数  0.76 
 
（２）地域特例 
 
 該当地域：  
対象事業： 

 

 


